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はじめに                   
 
■「だれもが遊べる児童遊具広場」とは                     

「だれもが遊べる児童遊具広場」とは、障がいの有無や国籍などに関わらず、あらゆ

るこどもたちが一緒に遊べる遊具広場です。互いの違いを理解しあい、支え合いながら

遊ぶインクルーシブ※な遊び場です。 

 ※インクルーシブ：包含性。すべてを含むという意味があります。 

 

■こどもの遊びと遊び場の重要性                  
こどもは、遊びを通して、身体的、精神的、情緒的、社会的な、様々な能力を成長

させ、向上させています。 

「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂第２版）平成 26 年 6 月 

国土交通省」には、こどもの遊びの重要性について、 

『子どもは、遊びを通して自らの限界に挑戦し、身体的、精神的、社会的な面など

が成長するものであり、また、集団の遊びの中での自分の役割を確認するなどのほか、

遊びを通して、自らの創造性や主体性を向上させてゆくものと考えられる。このよう

に、遊びは、すべての子どもの成長にとって必要不可欠なものである。』 

と記載されています。さらに、遊具については、 

『遊具は、冒険や挑戦、社会的な遊びの機会を提供し、子どもの遊びを促進させ 

る。子どもが冒険や挑戦のできる遊具は、子どもにとって魅力的であるばかりかその

成長に役立つものである。』 

 と書かれています。 

こうしたこどもの遊びや、遊び場の重要性は、健常なこどもたちだけでなく、障が

いの有無を問わず、あらゆるこどもたちにとっても同様です。 

そのような中で、公園は安心して戸外で遊ぶことができ、さらに、遊びを楽しくさ 

せる遊具等も備えている場所です。また、自分だけではなくみんなも一緒に遊んでい

るなど、幼児から児童に至るあらゆるこどもたちにとって格好の遊び場となる重要な

空間です。 
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本ガイドラインについて            
 

■ガイドラインの目的                      

 本ガイドラインは、「だれもが遊べる児童遊具広場」を、今後都内に拡充していくこ

とを目的として作成したものである。 

 なお、本ガイドラインでは、これまでの都市公園等に整備されたこどものための遊び

場を総称して児童遊具広場と呼ぶ。 

 

■ガイドライン作成の背景                    

これまでにも、こどものための遊び場は、従来の「児童公園」をはじめ、多くの都市

公園等において整備されてきた。そして、時代の潮流にあわせ、バリアフリーやユニバ

ーサルデザインによる遊び場づくりを進めてきた。しかし、様々な人が違いを認め合い

ながら共に暮らす社会を実現するためには、新たな発想や試みによる遊び場づくりが必

要とされている。 

 

■ガイドラインの適用範囲                    

 本ガイドラインは、主として都内の都市公園等に整備する、児童遊具広場や遊具を対

象としている。また、児童とは、おおむね 3 歳から 12 歳までのこどもを念頭に、その

保護者や兄弟など幅広い層の利用にも配慮する。 

 

■ガイドラインの性格                      

本ガイドラインは、厳格な基準等を定めたものではない。整備の方向性や考えかた、

配慮すべき点などを、多様な事例などを通じて紹介したものであり、それぞれの児童遊

具広場に合わせて活用できるよう配慮した。しかし、前例も少ないことから、今後も事

例収集等を行い改訂していくことが必要である。 

 

■ガイドラインを活用する人                   

本ガイドラインは、行政の公園緑地担当者、公園・遊具等の計画・設計者、施工・製

造者、多様な利用者の方々に向けて作成している。 
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